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全国的に例年よりやや早い梅雨入りとなりました。組合員の皆様に
おかれましてはお変わりなくお過ごしでしょうか。
新型コロナは感染症法上の5類に移行しましたが、引き続き体調管
理には十分気を付けて、免疫力を維持していきたいものです。
雨に映える紫陽花などを眺めながら梅雨を乗り越え、元気に爽快な
夏を迎えましょう。

～ 外国人技能実習生等支援事業 ～

外国人技能実習生・特定技能外国人対象

交流レクリエーションを開催！

5月28日（日）、みろく自然公園（香川県さぬき市）にて、組合の外国
人技能実習生等支援事業の一環として、技能実習生および特定技能
外国人を対象とした交流レクリエーションを開催。バーベキューやビン
ゴ大会など、総勢77名の参加で大いに盛り上がりました。

今回の交流レクリエーションは、「外国人技能実習生支援自販機」の
売上げの一部を寄付金として活用させていただくことにより実現しまし
た。日頃より、支援事業にご賛同いただいております組合員の皆様に
厚く感謝申し上げます。引き続き、ご支援・ご協力のほど何卒宜しくお
願い申し上げます。

同封の別紙にて、交流レクリエーションおよび支援自販機についてや、
バーベキューなどの様子の写真を掲載しております。また、組合ＨＰに
も写真などを掲載しております。是非、ご覧くださいませ。

参加者総勢77名！貸し切りバスも！
バーベキューとビンゴ大会で盛り上がりました♪
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「Smart Office」取扱い終了のお知らせ

ETCコーポレートカードをご利用の組合員様へ

今年もお中元の季節となりました。昨年に引き続き、 組合員様限定「お中元ワインギフト販売」
のご案内をさせていただきます。
直輸入ワイン専門店「BIANCOROSSO（ビアンコロッソ）」との提携により、お店こだわりのワイ
ンが組合員様限定特別価格でご購入いただけます。
ワインの他にもスペイン産のオリーブオイルもございます。
今年はなんと、お得な「家飲みセット」もご用意！赤・白・泡（スパークリング）等の
種類の違う本場のワインをお楽しみいただけます。
親しい方やご自宅でのワインパーティーを楽しみませんか。
もちろん、プレゼントにもおすすめです。
ワインギフトの内容・ご注文方法等の詳細につきましては、
同封のリーフレットをご確認ください。

お中元ワインギフトのご案内

いつも組合の各種ETCカードをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
現在、組合が取り扱っているETCカードは２種類あります。 ETCマイレージカード（青色のカー
ド）とETCコーポレートカード（緑色のカード）で、割引率や利用方法などが異なるものとなってい
ます。特に、ETCコーポレートカードについては、

など、カード発行元のNEXCOが定める利用約款にご注意いただく必要があります。
また、ETCコーポレートカードのみご利用の組合員様におかれましては、予備としてETCマイ
レージカードを発行しておくことをおすすめしております。カードの紛失や車の故障・事故などで
突然ETCコーポレートカードが利用出来ない状態になってしまった際に、ＥＴＣマイレージカードを
持っておくことで他の社用車や代車でも普段通り快適に高速道路をご利用いただけます。
今後も組合員様のご利用状況に応じて最適なETCカードの運用をご提案させていただきます
ので是非一度ご検討いただきますようよろしくお願いたします。

①カードに記載されている登録車両でのみ利用できる。

②1カ月当たりの利用額によって割引率が変動する。

つきましては、smart officeの取扱いは終了となりますが、今後も引き続き
新たな同様の事務用品取扱いを検討してまいります。組合員様にはご迷惑
をお掛けいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。

このたび、長年にわたりご利用いただいておりました、文具・事務用品の通販システムサービス
「Smart Office」の取扱いを2023年7月31日をもちまして終了させていただくこととなりました。本事
業に関しては市況の変化等により通信販売も多種多様となり、物価高騰のなかで販売提供価格

の維持および運営経費面等で、現状の継続は難しいという結論に至りました。



③

技能実習生等に対する人権侵害行為について（注意喚起）

技能実習生等の外国人に対する暴行等の行為は、言うまでもなく極めて重大な人権侵害行為であり、
外国人の人権擁護の観点からも、決して許されるものではありません。関係法令により処罰の対象とな
り得るほか、技能実習法上も技能実習計画認定の欠格事由や取消事由に該当することとなります。外
国人技能実習機構および主務省庁において検査・指導等の対象となり、法令違反が認められた場合に
は行政処分がなされる等、厳正に対処されることとなります。
近年、技能実習生をはじめとする外国人の人権問題について国際的な関心が高まる中で、技能実習
生の受入れ先である実習実施者において技能実習生に対する人権侵害行為が全国的におこなわれて
いることを監理団体としても重く受け止めております。
受入れ先の企業の皆様におかれましては、技能実習生・特定技能外国人に対する
人権侵害等、不適正な対応がなされていないか、改めて徹底したご確認をおこなって
いただきますようお願いいたします。

責任あるサプライチェーン等における技能実習生の人権尊重について（周知）.pdf (otit.go.jp)【外国人技能実習機構HP】

政府有識者会議 中間報告ってどんな内容？？

6月9日の外国人共生に関する閣僚会議で、政府により受入れ
制度の改正方針が決定されました。受入れ企業などから、4月
の政府有識者会議でなされた技能実習制度の「廃止」を検討す
べきとの提言は表現が強すぎるとの意見が
上がり、政府の対応策では「発展的に解消」に
変更されました。技能実習は「発展的に解消」
され、代替の新制度が設けられることになります。

技能実習制度が「廃止」がされる 。

今年4月中旬、そんなニュースが各メディアで大き
く報道されました。法務省が開催した、技能実習制
度と特定技能制度の見直しを検討する有識者会議。

【政府による技能実習制度廃止の議論の主な流れ】

2023年4月10日 政府有識者会議 中間報告書たたき台にて「廃止」を提言
4月28日 政府有識者会議 中間報告
6月 9日 外国人共生に関する閣僚会議にて「発展的に解消」に変更

～今 秋～ 政府有識者会議 最終報告
～来 年～ 通常国会にて新制度創設に向けた法案を提出する見通し

２つの受け入れ制度の改定を決定（2023年6月9日）
「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」

【技能実習制度】

国際貢献の目的と実態が異なるため「発展的に解消」

「人材確保」と「人材育成」を両立する新制度創設

転職を容認する範囲など詳細を今秋に決定

【特定技能制度】

技能の熟練を求める「2号」に9分野を追加

全12分野で長期就労、家族滞在が可能に

今秋に追加分野で試験を開始

制度「廃止」ではなく「発展的に解消」 代替の新制度創設へ

そこで示された中間報告書のたたき台で、制度の「廃止」が提言されたからです。その後の中間報告で
は、「人材育成」を掲げる技能実習を廃止し、「人材確保」を目的に加えた新制度を創設する提案がなさ
れています。
議論の背景には、「技能移転」・「人材育成」を通じた発展途上国への国際貢献という技能実習制度の
趣旨が建前と化し、人権侵害や労働関係法違反の温床となっていることがかねてから問題視されてい
たことがあります。新制度は、労働力不足に対応し即戦力の外国人を受け入れるために創設された特
定技能への移行を促すため両制度の職種をそろえ、技能実習では原則不可とされた転籍の要件を緩和
するとのこと。新制度でも技能実習生の受入れを仲介する送出し機関や監理団体、受入れ先の監督や
実習生支援を担う外国人技能実習機構は維持されるようで、今後、事業者の要件厳格化や機構の体制

強化が検討されます。今秋には最終報告が示され、来年の通
常国会にて政府が新制度創設に向けた法案を提出する見通
しとなっています。

https://www.otit.go.jp/files/user/%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E3%81%82%E3%82%8B%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%AE%9F%E7%BF%92%E7%94%9F%E3%81%AE%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E5%B0%8A%E9%87%8D%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E5%91%A8%E7%9F%A5%EF%BC%89.pdf
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To be continued…

5月に入国した技能実習生の卒業式をおこないまし
た。研修センターの卒業式は実習生にとって大事な
節目となるため大切にしています。

日本語能力試験とは、日本語を母語としない人
の日本語能力を測定し認定する試験で、国際交流
基金と日本国際教育支援協会の2団体が共催する
世界最大規模の日本語検定です。

組合の技能実習生も、日本語の上達を目指し、
実習をしながら合格に向けて日々日本語の勉強に
励んでいます。この試験は7月と12月の年に2回
実施されますが、今年も6月中旬となり2023年
度の第1回試験の直前となりました。技能実習生
の元に受験票が届いている頃かと思います。受験
者全員にドキドキの合否結果通知書が送られてく
るのは、9月上旬。技能実習生から良い結果報告
がたくさん届くことを楽しみにしています！

合格者には、次段階の日本語能力試験のテキストをプレゼント！
引き続き次段階の合格に向けてチャレンジし、
日本語の勉強に励んでほしいと思います。

【日本語能力試験ＪＬＰＴ】https://www.jlpt.jp/index.html

6月中旬、インドネシアから
新たに9名が入国しました。

夏に向けて暑さが厳しく
なってくるこの時期。
研修センターでは、熱中症
対策など日本での夏の過
ごし方を学んでもらってい
ます。

受入れ先の会社に配属後も、
研修センターで学んだことを思
い出しながら頑張ってほしいと
思います。

https://www.jlpt.jp/index.html
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